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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
の
国
内
法
的
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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一 

 



 

三 

連
合
国
最
高
司
令
官
の
指
示
に
か
か
る
事
項
で
、
日
本
官
憲
又
は
人
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
特
定
の
も
の
、
（
例
え
ば

特
定
の
集
会
を
禁
止
す
る
指
示
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
日
本
官
憲
に
出
さ
れ
た
も
の
か
、
直
接
人
民
に
出
さ
れ
た
も

の
か
を
明
示
し
、
か
つ
、
そ
の
内
容
を
明
示
す
る
よ
う
に
、
政
府
が
日
本
官
憲
を
指
導
監
督
す
る
こ
と
が
、
行
政
上
の
責 

一 

連
合
国
最
高
司
令
官
が
、
政
府
に
対
し
指
示
し
た
事
項
で
、
一
般
に
人
民
を
拘
束
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
憲

法
に
従
つ
た
立
法
手
続
を
ふ
ん
で
実
施
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何 

二 

連
合
国
最
高
司
令
官
が
、
日
本
政
府
に
対
し
て
な
す
指
示
で
、
例
え
ば
集
会
示
威
行
進
を
禁
止
す
る
よ
う
な
憲
法
を
こ

え
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
内
法
的
立
法
措
置
に
関
す
る
一
般
原
則
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

こ
の
点
に
つ
き
、
大
橋
法
務
総
裁
は
、
事
実
上
の
措
置
に
よ
る
旨
を
答
弁
し
た
が
、
こ
れ
で
は
官
憲
並
び
に
人
民
の
よ

る
べ
き
行
動
の
規
準
が
明
示
さ
れ
な
い
た
め
、
官
憲
の
專
制
と
基
本
人
権
の
侵
害
を
も
た
ら
す
危
險
が
あ
る
と
考
え
る 

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
の
国
内
法
的
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

任
と
混
乱
を
な
く
し
、
基
本
人
権
を
保
障
す
る
た
め
、
必
要
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


